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「
空
家
法
」と
は

八
潮
市
に
お
け
る

空
家
等
の
現
状

「
ま
ち
の
景
観
」と
は

県
内
初
の「
ま
ち
の
景
観
と

空
家
等
対
策
計
画
」を
策
定

条
例
を
制
定
し
ま
し
た

〜
老
朽
建
築
物
や
ご
み
屋
敷
も
対
象
に
〜

連
携
し
て
空
家
等
の
対
策
に

取
リ
組
み
ま
し
ょ
う
！

審議会1…特定空家等への措置に関する審議を行う
審議会2…特定居住物件等への措置に関する審議を行う

措置を履行しない、
履行しても十分でない、
期限までに完了する
見込みがない場合

正当な事由がなく
当該勧告の措置を
とらない場合

状態が改善
されない場合

←審議会12

←審議会12

←審議会2

←審議会12

別表　特定空家等および特定居住物件等
への行政措置の流れ

認定

必要な支援

助言・指導

勧告

命令

行政代執行(行政代執行法に基づき実施)
※費用は所有者等および占有者の負担による

対象建築物の実態調査
所有者等への情報提供・意向確認等

特定空家等は
固定資産税を軽減する

特例から除外
（特定居住物件等を除く）

特定空家等は罰金対象
（空家法に基づく）
命令違反→50万円以下

特定空家等 特定居住物件等

○空家等および特定居住物件等
　に関する情報を市に提供
○空家等の発生の予防・活用・
　管理不全状態の改善等に協力

○空家等および特定居住物件
　等の所有者等からの相談
○空家等の跡地の活用・流通の
　促進

○建築物等を適切に管理
○空家等の活用・流通
○管理不全状態を改善

○施策を総合的に推進
○管理不全状態の改善に向け所有
　者等の協力の促進・必要な支援
○空家等の把握に関し必要な調査

市民

関係団体・事業者 所有者等・占有者 市

司法書士 事業者

宅地建物取引士 建築士

所有者・市・市民・
関係団体等の責務

□問
都
市
計
画
課
☎
○内
３
４
８

　

適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
な
い
空

家
等
が
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

背
景
を
受
け
、
国
で
は
「
空
家
等

対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
空
家
法
）
」
を
公
布
し
、
平

成
27
年
５
月
か
ら
全
面
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
空
家
法
に
よ
り
、
市
で
は

適
切
に
管
理
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
た

空
家
等
を
、
特
定
空
家
等
に
位
置

づ
け
、
所
有
者
等
に
対
し
適
切
な

管
理
を
行
う
よ
う
助
言
・
指
導
や

勧
告
、
命
令
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
改
善
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
行
政
代
執
行
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

【
用
語
の
説
明
】

○
空
家
等
・
・
・
建
築
物
お
よ
び

附
属
す
る
工
作
物
並
び
に
そ
の
敷

地
で
、
年
間
を
通
し
て
居
住
や
使

用
が
な
い
も
の

○
特
定
空
家
等
・
・
・
空
家
等
の

う
ち
、
次
の
状
態
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の

①
倒
壊
等
著
し
く
保
安
上
危
険
と

な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態

②
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
状
態

③
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
よ
り
著
し
く
景
観
を
損

な
っ
て
い
る
状
態

　

市
で
は
、
空
き
家
等
へ
の
対
策
に
取
り
組
む
た
め
、
法
律
に
基
づ
く
「
八
潮
市
ま
ち
の
景
観
と
空
家
等
対
策
計
画
」
を

平
成
28
年
２
月
に
策
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
計
画
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
「
八
潮
市
ま
ち
の
景
観
と
空
家
等
の

対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
を
６
月
に
制
定
し
ま
し
た
。

④
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図

る
た
め
に
放
置
す
る
こ
と
が
不
適

切
で
あ
る
状
態

○
行
政
代
執
行
・
・
・
必
要
な
措

置
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
措

置
を
履
行
し
な
い
、
履
行
し
て
も

十
分
で
な
い
、
ま
た
は
定
め
た
期

限
内
に
完
了
す
る
見
込
み
が
な
い

場
合
に
は
、
行
政
代
執
行
法
に
基

づ
き
命
じ
た
措
置
を
市
が
代
わ
り

に
行
う
こ
と

　

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
（
平
成

25
年
）
で
は
、
市
内
の
総
住
宅
数

は
３
万
７
０
４
０
戸
で
、
そ
の
う

ち
空
家
数
が
３
２
１
０
戸
、
空
家

率
は
８
・
７
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。

　

今
後
さ
ら
な
る
少
子
高
齢
化
の

進
行
や
人
口
減
少
な
ど
の
社
会
情

勢
か
ら
空
家
の
増
加
が
予
測
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
空
家
等
の
適

切
な
管
理
な
ど
に
よ
る
予
防
対
策

に
重
点
を
お
い
た
取
り
組
み
が
重

要
で
す
。

　

「
ま
ち
」
は
、
そ
の
地
域
に
暮

ら
す
市
民
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
「
ま
ち
の
景
観
」
を
健

全
に
保
ち
、
次
の
世
代
に
受
け
つ

ぐ
こ
と
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
協

力
に
よ
っ
て
で
き
る
も
の
で
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
や
地
域
等
が
連

携
・
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
ま
ち
の
景
観
」
を
健
全
に
保
ち
、

守
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

こ
の
連
携
し
た
取
り
組
み
は
、

「
ま
ち
」
の
安
全
に
つ
な
が
り
、

市
民
の
安
心
感
や
「
ま
ち
」
の
魅

力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
市
で
は
「
ま

ち
の
景
観
」
に
重
点
を
お
い
た
空

家
等
の
対
策
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

　

市
で
は
、
法
務
、
不
動
産
、
建

築
、
福
祉
な
ど
の
有
識
者
や
市
民

等
で
構
成
す
る
「
ま
ち
の
景
観
と

空
家
等
対
策
推
進
協
議
会
」
や

「
庁
内
検
討
会
議
」
を
設
置
し
、

空
家
等
の
対
策
の
た
め
の
計
画
策

定
に
向
け
協
議
・
検
討
を
行
い
、

２
月
に
県
内
で
は
初
と
な
る
「
ま

ち
の
景
観
と
空
家
等
対
策
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
は
、
「
市
民
が
安
全

・
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
良
好
な
街

並
み
づ
く
り
」
を
目
標
に
、
「
予

防
対
策
」
「
活
用
・
流
通
対
策
」

「
管
理
不
全
対
策
」
を
関
係
者
と

の
連
携
に
よ
り
取
り
組
む
こ
と
を

基
本
方
針
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

計
画
期
間
は
10
年
間
で
、
基
本

方
針
や
各
対
策
の
推
進
に
関
す
る

事
項
を
取
り
ま
と
め
て
い
ま
す
。 

　

計
画
の
内
容
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
、
市
役
所
（
８
４
０
情
報
資

料
コ
ー
ナ
ー
）
、
各
図
書
館
・
公

民
館
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

計
画
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た

め
、
「
八
潮
市
ま
ち
の
景
観
と
空

家
等
の
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

条
例
に
は
、
基
本
方
針
、
所
有

者
・
市
・
市
民
・
関
係
団
体
等
の

責
務
、
管
理
不
全
状
態
と
な
っ
た

建
築
物
等
の
措
置
等
を
定
め
て
い

ま
す
。

【
条
例
の
特
徴
】

①
特
定
居
住
物
件
等
へ
の
行
政
措

置
　

空
家
等
へ
の
対
策
以
外
に
も
、

ま
ち
の
景
観
と
い
う
視
点
か
ら
、

周
辺
住
民
の
生
活
環
境
に
影
響
が

あ
る
建
築
物
と
し
て
、
居
住
や
使

用
し
て
い
て
も
破
損
な
ど
が
著
し

い
、
い
わ
ゆ
る
「
老
朽
建
築
物
」

や
「
ご
み
屋
敷
」
な
ど
を
「
特
定

居
住
物
件
等
」
と
位
置
づ
け
ま
し

た
。

　

ま
た
、
特
定
居
住
物
件
等
に
つ

い
て
も
助
言
ま
た
は
指
導
、
勧
告

や
命
令
を
行
い
、
こ
れ
に
従
わ
な

い
場
合
は
、
行
政
代
執
行
が
で
き

る
よ
う
定
め
ま
し
た
（
詳
し
く
は
、

別
表
の
と
お
り
）
。

②
審
議
会
の
設
置

　

特
定
空
家
等
や
特
定
居
住
物
件

等
の
認
定
や
勧
告
な
ど
の
措
置
の

妥
当
性
や
公
平
性
を
審
議
す
る
た

め
の
審
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

③
緊
急
安
全
措
置
等

　

人
の
生
命
や
身
体
、
財
産
に
危

害
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
る
た
め
、

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
市
が
判
断

し
た
場
合
、
必
要
最
小
限
の
措
置

を
行
う
、
緊
急
安
全
措
置
等
を
定

め
て
い
ま
す
。

　

条
例
は
、
６
月
20
日
か
ら
施
行

し
て
い
ま
す
が
、
特
定
居
住
物
件

等
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、

市
独
自
の
取
り
組
み
と
な
る
こ
と

か
ら
、
周
知
期
間
を
設
け
、
10
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

条
例
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

管
理
不
全
状
態
の
空
家
等
を
放

置
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
景
観
を

損
ね
ま
す
。

　

ま
た
、
建
築
物
等
の
破
損
に
よ

り
近
隣
住
民
な
ど
が
思
わ
ぬ
け
が

を
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

建
築
物
等
の
適
切
な
管
理
は
、

所
有
者
等
の
義
務
で
す
が
、
地
域

で
連
携
し
、
新
た
な
空
家
等
の
発

生
の
予
防
や
適
切
な
管
理
に
つ
い

て
一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

市
民
、
所
有
者
等
、
関
係
団
体
、

事
業
者
と
市
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

を
認
識
し
、
協
力
し
な
が
ら
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ち
の
景
観
と
空
き
家
等
対
策

〜
市
民
が
安
全・安
心
し
て
暮
ら
せ
る
良
好
な
街
並
み
づ
く
り
〜


